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都道府県防災会議における指定都市等の長の取扱いについて 
 
 このたび、「事務・権限の移譲等に関する見直し方針について」（平成２５年

１２月２０日閣議決定）において、「指定都市をはじめとする市が、都道府県内

市町村への応急救助や応援を行う等により都道府県規模の防災対策において主

導的・重要な役割を果たすこととしている場合は、都道府県防災会議の委員に

これらの市の長を位置付けることが有効と考えられる」とされたところです（別

添参照）。 
 都道府県においては、関係機関の間を連絡調整し、総合的、計画的な防災行

政を行うため、災害対策基本法第１４条で都道府県に防災会議を設置すること

としており、その委員は同法第１５条に基づき任命されますが、同条第５項第

６号において「当該都道府県の区域内の市町村の市町村長及び消防機関の長の

うちから当該都道府県の知事が任命する者」を委員に充てることになっている

ところです。貴都道府県におかれましては、本閣議決定の趣旨に留意の上、委

員の任命を行っていただきますようお願い致します。 
 なお、本通知は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４５条の４第

１項に基づく技術的助言として発出するものであることを申し添えます。 
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